
 

担

当

課

（

室

）

 

目
　

　

　

次

 

発

行
　

岡

山

県

 
 

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

○
　

初

任

給

調

整

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

〃

 
 

目
　

　

　

次

担

当

課

（

室

）

正

す

る

規

則

 

○
　

不

利

益

処

分

に

つ

い

て

の

審

査

請

求

に

関

す

る

〃

 
 

 
 

【

規
　

　

　

則

】

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 
 

○
　

行

政

手

続

に

お

け

る

特

定

の

個

人

を

識

別

す

る

デ

ジ

タ

ル

推

進

課

○
　

期

末

手

当

及

び

勤

勉

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

〃

 
 

 

た

め

の

番

号

の

利

用

等

に

関

す

る

法

律

に

基

づ

く

部

を

改

正

す

る

規

則

 
 

個

人

番

号

等

の

利

用

及

び

特

定

個

人

情

報

の

提

供

○
　

岡

山

県

職

員

特

殊

勤

務

手

当

支

給

規

則

の

一

部

〃

 
 

 

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

を

改

正

す

る

規

則

 
 

 

則

○
　

義

務

教

育

等

教

員

特

別

手

当

に

関

す

る

規

則

の

〃

 
 

 

○
　

住

民

基

本

台

帳

法

施

行

細

則

の

一

部

を

改

正

す

市

町

村

課

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 
 

 

る

規

則

○
　

岡

山

県

短

時

間

勤

務

会

計

年

度

任

用

職

員

の

給

〃

 
 

 

（

以

上

県

例

規

集

登

載

） 

与

及

び

費

用

弁

償

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

 
 

 
 

【

企
　

業
　

局

】

す

る

規

則

 
 

○
　

岡

山

県

企

業

局

職

員

就

業

規

則

の

一

部

を

改

正

総

務

企

画

課

○
　

岡

山

県

会

計

年

度

任

用

職

員

の

給

与

に

関

す

る

〃

 
 

 

す

る

規

程

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 
 

 

（

県

例

規

集

登

載

） 

（

以

上

県

例

規

集

登

載

） 

 
 

【

人

事

委

員

会

】

 

○
　

宿

日

直

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

人

事

委

員

会

 
 

る

規

則

 

○
　

岡

山

県

県

費

負

担

教

職

員

の

給

与

に

関

す

る

規

〃

 
 

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

○
　

給

料

の

調

整

額

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

〃

 
 

す

る

規

則

○
　

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

及

び

休

暇

に

関

す

る

〃

岡

山

県

公

報

 令和７年１２月２３日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　号　　　　　外



 

◎
岡
山
県
規
則
第
七
十
五
号

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個

人
番
号
等
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

 

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

 

岡
山
県
知
事　
　

伊 

原 

木　
　

隆　
　

太　
　
　

　
　
　

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ

く
個
人
番
号
等
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

 

す
る
規
則

　

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個

人
番
号
等
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七
年
岡
山
県
規

 

則
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
別
表
第
一
の
三
の
項
」
を
「
別
表
第

一
の
一
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
一
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
削
り
、
同
条
第
六
項
中
「
別
表

第
一
の
三
の
三
の
項
」
を
「
別
表
第
一
の
二
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
七

項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
十
三
項
中
「
別
表
第
一
の
七
の
項
」
を
「
別
表
第
一
の
三
の

項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
十
四
項
を
削
り
、
同
条
第
十
五
項
中
「
別
表
第
一

 

の
八
の
項
」
を
「
別
表
第
一
の
四
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
す
る
。

　

第
三
条
第
一
項
中
「
私
立
高
校
生
等
教
育
給
付
金
の
受
給
資
格
の
認
定
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い

て
の
審
査
に
関
す
る
」
を
「
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に

関
す
る
法
律
第
十
九
条
第
八
号
に
基
づ
く
利
用
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
命
令
（
令
和
六
年
デ

ジ
タ
ル
庁
・
総
務
省
令
第
九
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う

）
第
百
七
十
一
条
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、

。

同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
私
立
高
等
学
校
等
学
び
直
し
支
援
金
の
受
給
資
格
の
認
定
の
申
請
に
係
る
事

実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
」
を
「
省
令
第
百
七
十
条
第
一
号
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号

中
「
私
立
高
等
学
校
等
学
び
直
し
支
援
金
に
係
る
受
給
者
の
保
護
者
等
の
収
入
の
状
況
の
届
出
に
係
る

事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
」
を
「
省
令
第
百
七
十
条
第
二
号
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
条
第
四

項
及
び
第
五
項
を
削
り
、
同
条
第
六
項
中
「
岡
山
県
立
高
校
生
等
教
育
給
付
金
の
受
給
資
格
の
認
定
の

申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
」
を
「
省
令
第
百
七
十
一
条
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同

項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
国
公
立
高
校
生
等
教
育
給
付
金
の
受
給
資
格
の
認
定
の
申

請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
」
を
「
省
令
第
百
七
十
一
条
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
項

を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
八
項
第
一
号
中
「
公
立
高
等
学
校
等
学
び
直
し
支
援
金
の
受
給
資
格
の

認
定
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
」
を
「
省
令
第
百
七
十
条
第
一
号
に
掲
げ
る
」

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
公
立
高
等
学
校
等
学
び
直
し
支
援
金
に
係
る
受
給
者
の
保
護
者
等
の
収
入

」

「

」

の
状
況
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る

を

省
令
第
百
七
十
条
第
二
号
に
掲
げ
る

 

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
中
第
九
項
を
第
七
項
と
し
、
第
十
項
を
第
八
項
と
す
る
。

　

第
四
条
第
一
項
中
「
情
報
は

」
の
下
に
「
同
条
第
一
号
に
規
定
す
る
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
中

、

「
第
百
二
十
七
条
第
一
号
ウ
」
を
「
第
百
二
十
七
条
第
一
号
ノ
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
百
二

十
七
条
第
一
号
ヰ
」
を
「
第
百
二
十
七
条
第
一
号
オ
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
生
活
保
護
法
第
六

条
第
二
項
の
要
保
護
者
又
は
同
条
第
一
項
の
被
保
護
者
で
あ
っ
た
者
」
を
「
同
条
第
一
号
に
規
定
す
る

要
保
護
者
等
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
四
十
四
条
第
一
号
ウ
」
を
「
第
四
十
四
条
第
一
号
ノ
」

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
四
十
四
条
第
一
号
ヰ
」
を
「
第
四
十
四
条
第
一
号
オ
」
に
改
め
、
同
条

 

第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３　

条
例
別
表
第
三
の
二
の
二
の
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
省
令
第
百
六
十
三
条
各
号

に
掲
げ
る
事
務
と
し
、
同
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
情
報
は
、
同
条
第
一
号
に
規
定
す
る
要
保

 

護
者
等
に
準
ず
る
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
情
報
と
す
る
。

令和７年１２月２３日　岡山県公報　号外



一　

就
学
奨
励
費
関
係
情
報
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
省
令
第
百
六
十
三
条
第
一
号
ノ
に

 

掲
げ
る
情
報

二　

学
校
保
健
安
全
法
に
基
づ
く
医
療
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
の
援
助
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て

 
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
省
令
第
百
六
十
三
条
第
一
号
オ
に
掲
げ
る
情
報

　

第
四
条
第
四
項
第
一
号
ロ
中
「
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
第
四
条
の
規
定
に

よ
る
就
学
支
援
金
の
受
給
資
格
の
認
定
の
申
請
を
行
う
者
の
保
護
者
等
に
係
る
外
国
人
生
活
保
護
実
施

関
係
情
報
」
を
「
省
令
第
百
五
十
三
条
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
情
報
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
ロ
中
「
高

等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
第
十
七
条
の
収
入
の
状
況
の
届
出
を
行
う
者
の
保
護
者

等
に
係
る
外
国
人
生
活
保
護
実
施
関
係
情
報
」
を
「
省
令
第
百
五
十
三
条
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
情
報
」

、

「

」

「

」

、

に
改
め

同
条
第
五
項
中

次
に

を

同
条
第
一
号
に
規
定
す
る
保
護
者
等
に
係
る
次
に

に
改
め

同
項
第
二
号
中
「
特
別
支
援
学
校
へ
の
就
学
奨
励
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
の
保
護
者
等
又
は
当

該
保
護
者
等
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
に
係
る
外
国
人
生
活
保
護
実
施
関
係
情
報
」
を
「
省
令
第
六

十
一
条
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
情
報
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
次
に
」
を
「
省
令
第
六
十
一
条
第
一

号
に
規
定
す
る
保
護
者
等
に
係
る
次
に
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
特
別
支
援
学
校
へ
の
就
学
奨
励

に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
の
保
護
者
等
又
は
当
該
保
護
者
等
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
に
係
る

外
国
人
生
活
保
護
実
施
関
係
情
報
」
を
「
省
令
第
六
十
一
条
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
情
報
」
に
改
め
、
同

条
第
七
項
第
二
号
中
「
外
国
人
生
活
保
護
実
施
関
係
情
報
」
を
「
省
令
第
六
十
五
条
第
二
号
に
掲
げ
る

 

情
報
」
に
改
め
る
。

 

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法

律
に
基
づ
く
個
人
番
号
等
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
（
令
和
七
年
条
例
第
百
八
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和７年１２月２３日　岡山県公報　号外



 

◎
岡
山
県
規
則
第
七
十
六
号

 
　

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

 
　
　

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

 

岡
山
県
知
事　
　

伊 

原 

木　
　

隆　
　

太　
　
　

 

　
　
　

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
（
平
成
十
四
年
岡
山
県
規
則
第
九
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

 

正
す
る
。

 

　

第
八
条
中
「
と
す
る
」
を
「
も
の
と
す
る
」
に
改
め
る
。

　

第
十
条
第
九
項
及
び
第
十
項
を
削
り
、
同
条
第
十
一
項
中
「
別
表
第
一
第
十
一
号
」
を
「
別
表
第
一

第
九
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
十
二
項
中
「
別
表
第
一
第
十
二
号
」
を
「
別

 

表
第
一
第
十
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
項
と
す
る
。

 

　
　
　

附　

則

 

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和７年１２月２３日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
企
業
管
理
規
程
第
八
号 

 

岡
山
県
企
業
局
職
員
就
業
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
□ 

 
 
 
 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岡
山
県
公
営
企
業
管
理
者 

 

片 
 

山 
 

誠 
 

一 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

岡
山
県
企
業
局
職
員
就
業
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

岡
山
県
企
業
局
職
員
就
業
規
則
□
昭
和
四
十
二
年
岡
山
県
企
業
管
理
規
程
第
一
号
□
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 

第
五
条
の
五
第
六
項
中
□
第
五
条
の
二
第
四
項
□
を
□
第
五
条
の
三
第
四
項
□
に
改
め
る
□ 

 

第
十
五
条
第
一
項
第
十
六
号
中
□
又
は
満
五
十
歳
□
を
□
□
満
五
十
歳
又
は
満
六
十
歳
□
に
改
め
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 

□
施
行
期
日
□ 

１ 

こ
の
規
程
は
□
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

□
経
過
措
置
□ 

２ 

改
正
後
の
第
十
五
条
第
一
項
第
十
六
号
の
規
定
は
□
令
和
七
年
四
月
一
日
以
降
に
満
六
十
歳
に
達

し
た
職
員
に
つ
い
て
適
用
す
る
□ 

 
 

令和７年１２月２３日　岡山県公報　号外



 

◎

岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
十
二
号

 
　

宿
日
直
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

 
　
　

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岡
山
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

安　
　

田　
　
　
　
　

寛　
　
　

 
 
 
 
 
 
 

宿
日
直
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

宿
日
直
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の

 

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
四
千
四
百
円
」
を
「
四
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
六
千

百
円
」
を
「
六
千
四
百
円
」
に

「
七
千
四
百
円
」
を
「
七
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「

、

 

二
万
二
千
円

を

二
万
三
千
五
百
円

に

一
万
千
円

を

一
万
千
七
百
五
十
円

に
改
め
る

」

「

」

、「

」

「

」

。

 

　

第
四
条
第
一
項
中
「
う
え
」
を
「
上

」
に
改
め
る
。

、

 

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
宿
日
直
手
当
に
関
す
る
規
則
の
規
定
は
、
令
和

 

七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

 

令和７年１２月２３日　岡山県公報　号外



 

◎
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
十
三
号

岡
山
県
県
費
負
担
教
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

 
る
。

 
令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

 

岡
山
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

安　
　

田　
　
　
　
　

寛　
　
　

 

　
　
　

岡
山
県
県
費
負
担
教
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

岡
山
県
県
費
負
担
教
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八

 

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
の
四
第
一
項
第
四
号
中
「
前
三
号
」
を
「
前
各
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、

 

同
項
第
三
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

五　

地
公
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
た
県
費
負
担
教
職
員
で
、
当
該

採
用
の
日
の
前
日
に
条
例
第
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
へ
き
地
手
当
に
準
ず
る
手

当
を
支
給
さ
れ
て
い
た
も
の
の
う
ち
、
当
該
採
用
の
日
前
か
ら
引
き
続
き
勤
務
し
て
い
た
も
の
と

し
た
場
合
に
、
こ
れ
ら
の
項
の
規
定
に
よ
る
へ
き
地
手
当
に
準
ず
る
手
当
の
支
給
要
件
を
具
備
す

 

る
こ
と
と
な
る
も
の

 
 

第
二
条
の
四
第
一
項
第
二
号
中
「
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下

「
」
、「
」

。
）
」

「
（

。

と
い
う

及
び

地
公
法
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
日
の
翌
日
に
お
け
る
も
の
に
限
る

以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ

」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の

。
）

 

次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

二 
 

新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
県
費
負
担
教
職
員
と
な
つ
た
こ
と
又
は
地
方
公
務
員
法
（
昭

和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
「
地
公
法
」
と
い
う

）
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項

。

の
規
定
に
よ
る
採
用
（
地
公
法
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
日
の
翌
日
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。
以

下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ

）
を
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
へ
き
地
学
校
等
又
は
特
別
の

。

地
域
に
所
在
す
る
学
校
等
に
勤
務
す
る
こ
と
と
な
つ
た
県
費
負
担
教
職
員
で
、
当
該
学
校
等
に
勤

 

務
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
に
伴
つ
て
住
居
を
移
転
し
た
も
の

 
 

第
二
条
の
四
第
二
項
第
四
号
中
「
前
項
第
四
号
」
を
「
前
項
第
六
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六

、

「

」

「

」

、

、

号
と
し

同
項
第
三
号
中

前
項
第
三
号

を

前
項
第
四
号

に
改
め

同
号
を
同
項
第
四
号
と
し

 

同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

 
 

五　

前
項
第
五
号
に
規
定
す
る
県
費
負
担
教
職
員　

当
該
県
費
負
担
教
職
員
が
同
号
の
採
用
の
日
前

か
ら
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
し
て
引
き
続
き
勤
務
し
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
前

 

条
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
採
用
の
日
以
降
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
期
間
及
び
額

 
 

第
二
条
の
四
第
二
項
第
二
号
中
「
前
項
第
二
号
」
を
「
前
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三

 

号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

 
 

二　

前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
県
費
負
担
教
職
員　

当
該
県
費
負
担
教
職
員
が
給
料
表
の
適
用
を
受

け
る
こ
と
と
な
つ
た
日
又
は
地
公
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
た
日

に
へ
き
地
学
校
等
又
は
特
別
の
地
域
に
所
在
す
る
学
校
等
に
異
動
し
た
も
の
と
し
た
場
合
に
前
条

 

の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
期
間
及
び
額

　

第
三
条
を
削
り
、
第
四
条
を
第
三
条
と
し
、
第
五
条
を
第
四
条
と
し
、
第
六
条
を
削
り
、
第
七
条
を

 

第
五
条
と
し
、
第
八
条
を
第
六
条
と
す
る
。

 

附　

則

 

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
岡
山
県
県
費
負
担
教
職
員
の
給
与
に
関
す
る

規
則
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
を
削
り
、
第
四
条
を
第

三
条
と
し
、
第
五
条
を
第
四
条
と
し
、
第
六
条
を
削
り
、
第
七
条
を
第
五
条
と
し
、
第
八
条
を
第
六

 

条
と
す
る
改
正
規
定
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和７年１２月２３日　岡山県公報　号外



　

（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
暫
定
再
任
用
職
員
へ
の
へ
き
地
手
当
に
準
ず
る
手
当
に
関

 

す
る
経
過
措
置
）

２　

改
正
後
の
第
二
条
の
四
第
一
項
第
二
号
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
（
以
下
「
基
準
日
」
と

い
う

）
以
後
に
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
「
地
公
法
」
と

。

い
う

）
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
又
は
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等

。

の
条
例
（
令
和
四
年
岡
山
県
条
例
第
四
十
三
号
。
以
下
「
令
和
四
年
改
正
条
例
」
と
い
う

）
附
則

。

第
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
附
則
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
（
以
下
「
地

公
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
等
の
規
定
」
と
い
う

）
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
た
定
年
前
再
任
用
短

。

時
間
勤
務
職
員
（
地
公
法
第
二
十
二
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

を
い
う

）
又
は
暫
定
再
任
用
職
員
（
令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
暫
定

。

 

再
任
用
職
員
を
い
う

）
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

。

３　

改
正
後
の
第
二
条
の
四
第
一
項
第
五
号
の
規
定
は
、
基
準
日
以
後
に
地
公
法
第
二
十
二
条
の
四
第

一
項
等
の
規
定
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
、
当
該
採
用
の
日
の
前
日
に
支
給
さ
れ
て
い
た
岡
山
県
県
費
負

担
教
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
岡
山
県
条
例
第
六
十
五
号
）
第
五
条
第
一
項

又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
へ
き
地
手
当
に
準
ず
る
手
当
の
支
給
要
件
を
具
備
す
る
に
至
っ
た
日
が

 

基
準
日
以
後
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

 

　

（
岡
山
県
県
費
負
担
教
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

４　

岡
山
県
県
費
負
担
教
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
七
年
岡
山
県

 

人
事
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 
 
 

　

附
則
第
二
項
中
「
第
二
条
の
五
」
を
「
第
二
条
の
四
及
び
第
二
条
の
五
」
に
改
め
る
。

　
　

附
則
第
三
項
中
「
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
」
を
「
同
項
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
」
に
改

め

「
同
条
第
二
項
第
二
号
」
の
下
に
「
及
び
第
三
号
」
を
加
え

「
同
項
第
三
号
」
を
「
同
項
第

、

、

四
号
」
に
改
め

「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
の
下
に
「

以
下
「
定
年
前
再
任
用
短
時

、

（

間
勤
務
職
員
」
と
い
う

」
を

「
を
い
う
」
の
下
に
「
。
以
下
同
じ
」
を
加
え

「
と
す
る
」
を

。
）

、

、

と

同
項
第
五
号
並
び
に
改
正
後
の
規
則
第
二
条
の
五
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
第
二
号
中

定

「

、

「

 

年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
暫
定
再
任
用
職
員
」
と
す
る
」
に
改
め
る
。

 

　
　

附
則
第
四
項
中

第
二
条
の
四
第
一
項
第
二
号

を

第
二
条
の
四
第
一
項
第
三
号

に
改
め
る

「

」

「

」

。 

　
　

附
則
第
五
項
中

第
二
条
の
四
第
一
項
第
三
号

を

第
二
条
の
四
第
一
項
第
四
号

に
改
め
る

「

」

「

」

。

　
　
　

令和７年１２月２３日　岡山県公報　号外



 

◎
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
十
四
号

 
　

給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

 
 
 
 
 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　
　

岡
山
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

安　
　

田　
　
　
　
　

寛　

 
 
 
 
 
 
 

給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

 
 

給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を

 

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

　

別
表
第
一
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

食
肉
衛
生
検
査
所　
　
　

　

専
ら
と
畜
検
査
業
務
に
従
事
す
る
獣
医
師
（

に
掲
げ
る

 

三

（１）

（２）

　
　
　

　

者
を
除
く
。
）

　

専
ら
と
畜
検
査
業
務
に
従
事
す
る
獣
医
師
（
所
長
）

 

二

（２）

動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー

　

専
ら
狂
犬
病
予
防
業
務
又
は
動
物
管
理
業
務
に
従
事
す
る

 

二

（１）
　

獣
医
師
（

に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

（２）

　

専
ら
狂
犬
病
予
防
業
務
又
は
動
物
管
理
業
務
に
従
事
す
る

 

一

（２）
　

獣
医
師
（
所
長
）

家
畜
保
健
衛
生
所

　

専
ら
家
畜
の
衛
生
、
防
疫
又
は
病
性
鑑
定
業
務
に
従
事
す

 

二

（１）
　

る
獣
医
師
（

に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

（２）

　

専
ら
家
畜
の
衛
生
、
防
疫
又
は
病
性
鑑
定
業
務
に
従
事
す

 

一

（２）
　

る
獣
医
師
（
所
長
）

県
営
食
肉
地
方
卸
売
市
場

　

専
ら
と
殺
及
び
解
体
の
指
導
監
督
業
務
等
に
従
事
す
る
獣

 
三

（１）

又
は
県
営
と
畜
場

　

医
師
（

に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

（２）

　

専
ら
と
殺
及
び
解
体
の
指
導
監
督
業
務
等
に
従
事
す
る
獣

 

二

（２）
　

医
師
（
場
長
）

 

　
　
　

附　

則

 

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和７年１２月２３日　岡山県公報　号外



 

◎
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
十
五
号

　

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

 
る
。

 

　
　

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
山
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

安　
　

田　
　
　
　
　

寛　
　
　

 

　
　
　

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第

 

十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

　

第
十
一
条
第
一
項
第
十
六
号
中

又
は
満
五
十
歳

を

満
五
十
歳
又
は
満
六
十
歳

に
改
め
る

「

」

「
、

」

。

 

　
　
　

附　

則

 

　

（
施
行
期
日
）

 

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

　

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
後
の
第
十
一
条
第
一
項
第
十
六
号
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
以
降
に
満
六
十
歳
に
達

 

し
た
職
員
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

令和７年１２月２３日　岡山県公報　号外



 

◎
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
十
六
号

 
　

初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

 
　
　

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
山
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

安　
　

田　
　
　
　
　

寛　
　
　

 

　
　
　

初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の

第
一
条

 

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

　
　

別
表
第
二
中
備
考
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 
別
表
第
二

（

）
第
六
条
関
係

 
  

 
 

 
 

職
員
の
区
分

　
　
１
　
　
　
項
　
　
　
職
　
　
　
員
　
　

 
 

 
 

 
２
項
職
員

３
項
職
員

 
 

期
間
の
区
分

　
１
　
種
　

２
　
種

３
　
種

 
 
 

 
 

 
 

 
 

１
年

未
満

円
円

円
円

円
 

 
4
1
7
,
6
0
0

3
7
1
,
3
0
0

3
1
0
,
8
0
0

5
2
,
1
0
0

5
0
,
0
0
0

 
  

 
１
年
以
上
２
年
未
満

4
1
7
,
6
0
0

3
7
1
,
3
0
0

3
1
0
,
8
0
0

5
2
,
1
0
0

4
6
,
0
0
0

 
  

 
２
年
以
上
３
年
未
満

4
1
7
,
6
0
0

3
7
1
,
3
0
0

3
1
0
,
8
0
0

5
2
,
1
0
0

4
2
,
0
0
0

 
  

 
３
年
以
上
４
年
未
満

4
1
7
,
6
0
0

3
7
1
,
3
0
0

3
1
0
,
8
0
0

5
2
,
1
0
0

3
8
,
0
0
0

 
  

 
４
年
以
上
５
年
未
満

4
1
7
,
6
0
0

3
7
1
,
3
0
0

3
1
0
,
8
0
0

5
2
,
1
0
0

3
4
,
0
0
0

 
  

 
５
年
以
上
６
年
未
満

4
1
7
,
6
0
0

3
7
1
,
3
0
0

3
1
0
,
8
0
0

5
2
,
1
0
0

3
0
,
0
0
0

 
  

 
６
年
以
上
７
年
未
満

4
1
7
,
6
0
0

3
7
1
,
3
0
0

3
1
0
,
8
0
0

5
0
,
3
0
0

2
7
,
0
0
0

 
  

 
７
年
以
上
８
年
未
満

4
1
7
,
6
0
0

3
7
1
,
3
0
0

3
1
0
,
8
0
0

4
8
,
5
0
0

2
4
,
0
0
0

 
  

 
８
年
以
上
９
年
未
満

4
1
7
,
6
0
0

3
7
1
,
3
0
0

3
1
0
,
8
0
0

4
6
,
7
0
0

2
1
,
0
0
0

 
  

 
９
年
以
上

年
未
満

1
0

4
1
7
,
6
0
0

3
7
1
,
3
0
0

3
1
0
,
8
0
0

4
4
,
9
0
0

1
8
,
0
0
0

 
  

 
1
0

1
1

年
以
上

年
未
満

4
1
7
,
6
0
0

3
7
1
,
3
0
0

3
1
0
,
8
0
0

4
3
,
1
0
0

1
5
,
0
0
0

 
  

 
1
1

1
2

年
以
上

年
未
満

4
1
7
,
6
0
0

3
7
1
,
3
0
0

3
1
0
,
8
0
0

4
1
,
3
0
0

1
2
,
0
0
0

 
  

 
1
2

1
3

年
以
上

年
未
満

4
1
7
,
6
0
0

3
7
1
,
3
0
0

3
1
0
,
8
0
0

3
9
,
5
0
0

9
,
0
0
0

 
  

 
1
3

1
4

年
以
上

年
未
満

4
1
7
,
6
0
0

3
7
1
,
3
0
0

3
1
0
,
8
0
0

3
7
,
7
0
0

6
,
0
0
0

 
  

 
1
4

1
5

年
以
上

年
未
満

4
1
7
,
6
0
0

3
7
1
,
3
0
0

3
1
0
,
8
0
0

3
6
,
3
0
0

3
,
0
0
0

 
  

 
1
5

1
6

年
以
上

年
未
満

4
1
7
,
6
0
0

3
7
1
,
3
0
0

3
1
0
,
8
0
0

3
4
,
9
0
0

 
  

 
1
6

1
7

年
以
上

年
未
満

4
1
3
,
2
0
0

3
6
7
,
3
0
0

3
0
7
,
5
0
0

3
3
,
5
0
0

 
  

 
1
7

1
8

年
以
上

年
未
満

4
0
8
,
8
0
0

3
6
3
,
3
0
0

3
0
4
,
2
0
0

3
2
,
1
0
0

 
  

 
1
8

1
9

年
以
上

年
未
満

4
0
4
,
4
0
0

3
5
9
,
3
0
0

3
0
0
,
9
0
0

3
0
,
7
0
0

 
  

 
1
9

2
0

年
以
上

年
未
満

4
0
0
,
0
0
0

3
5
5
,
3
0
0

2
9
7
,
6
0
0

2
9
,
3
0
0

 
  

 
2
0

2
1

年
以
上

年
未
満

3
9
5
,
6
0
0

3
5
1
,
3
0
0

2
9
4
,
3
0
0

2
7
,
9
0
0

 
  

 
2
1

2
2

年
以
上

年
未
満

3
8
1
,
6
0
0

3
3
9
,
0
0
0

2
8
3
,
3
0
0

2
7
,
3
0
0

 
  

 
2
2

2
3

年
以
上

年
未
満

3
6
5
,
1
0
0

3
2
4
,
3
0
0

2
7
1
,
3
0
0

2
6
,
7
0
0

 
  

 
2
3

2
4

年
以
上

年
未
満

3
4
8
,
6
0
0

3
0
8
,
8
0
0

2
5
8
,
8
0
0

2
5
,
7
0
0
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2
4

2
5

年
以
上

年
未
満

3
3
2
,
1
0
0

2
9
3
,
3
0
0

2
4
6
,
3
0
0

2
5
,
1
0
0

 
  

 
2
5

2
6

年
以
上

年
未
満

3
1
5
,
6
0
0

2
7
7
,
3
0
0

2
3
3
,
8
0
0

2
4
,
5
0
0

 
  

 
2
6

2
7

年
以
上

年
未
満

2
9
8
,
1
0
0

2
6
0
,
3
0
0

2
1
8
,
3
0
0

2
3
,
9
0
0

 
  

 
2
7

2
8

年
以
上

年
未
満

2
8
0
,
6
0
0

2
4
3
,
3
0
0

2
0
2
,
8
0
0

2
3
,
3
0
0

 
  

 
2
8

2
9

年
以
上

年
未
満

2
6
3
,
1
0
0

2
2
6
,
3
0
0

1
8
7
,
3
0
0

2
2
,
5
0
0

 
  

 
2
9

3
0

年
以
上

年
未
満

2
4
5
,
1
0
0

2
0
8
,
8
0
0

1
7
1
,
8
0
0

2
2
,
2
0
0

 
  

 
3
0

3
1

年
以
上

年
未
満

2
2
7
,
1
0
0

1
9
1
,
3
0
0

1
5
5
,
3
0
0

2
1
,
8
0
0

 
  

 
3
1

3
2

年
以
上

年
未
満

2
0
9
,
1
0
0

1
7
3
,
8
0
0

1
3
8
,
8
0
0

2
1
,
2
0
0

 
  

 
3
2

3
3

年
以
上

年
未
満

1
9
0
,
1
0
0

1
5
5
,
8
0
0

1
2
2
,
3
0
0

2
0
,
3
0
0

 
  

 
3
3

3
4

年
以
上

年
未
満

1
7
1
,
1
0
0

1
3
7
,
3
0
0

1
0
4
,
3
0
0

1
9
,
4
0
0

 
  

 
3
4

3
5

年
以
上

年
未
満

1
5
2
,
1
0
0

1
1
8
,
8
0
0

8
6
,
3
0
0

1
8
,
7
0
0

 

　
　

別
表
第
三
中
備
考
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 
別
表
第
三

（

）

附
則
第
三
項
関
係

 
  

 
 

 
 

職
員
の
区
分

 
 

 
 

 
２
項
職
員

３
項
職
員

 
 

期
間
の
区
分

 
 
 

 
 

１
年

未
満

円
円

3
6
,
5
0
0

3
5
,
0
0
0

3
6
,
5
0
0

3
2
,
2
0
0

１
年
以
上
２
年
未
満

3
6
,
5
0
0

2
9
,
4
0
0

２
年
以
上
３
年
未
満

3
6
,
5
0
0

2
6
,
6
0
0

３
年
以
上
４
年
未
満

3
6
,
5
0
0

2
3
,
8
0
0

４
年
以
上
５
年
未
満

3
6
,
5
0
0

2
1
,
0
0
0

５
年
以
上
６
年
未
満

3
5
,
2
0
0

1
8
,
9
0
0

６
年
以
上
７
年
未
満

3
4
,
0
0
0

1
6
,
8
0
0

７
年
以
上
８
年
未
満

3
2
,
7
0
0

1
4
,
7
0
0

８
年
以
上
９
年
未
満

3
1
,
4
0
0

1
2
,
6
0
0

９
年
以
上

年
未
満

1
0

3
0
,
2
0
0

1
0
,
5
0
0

1
0

1
1

年
以
上

年
未
満

2
8
,
9
0
0

 
8
,
4
0
0

1
1

1
2

年
以
上

年
未
満

2
7
,
7
0
0

 
6
,
3
0
0

1
2

1
3

年
以
上

年
未
満

2
6
,
4
0
0

 
4
,
2
0
0

1
3

1
4

年
以
上

年
未
満

2
5
,
4
0
0

 
2
,
1
0
0

1
4

1
5

年
以
上

年
未
満

2
4
,
4
0
0

1
5

1
6

年
以
上

年
未
満

2
3
,
5
0
0

1
6

1
7

年
以
上

年
未
満

2
2
,
5
0
0

1
7

1
8

年
以
上

年
未
満

令和７年１２月２３日　岡山県公報　号外



2
1
,
5
0
0

1
8

1
9

年
以
上

年
未
満

2
0
,
5
0
0

1
9

2
0

年
以
上

年
未
満

1
9
,
5
0
0

2
0

2
1

年
以
上

年
未
満

1
9
,
1
0
0

2
1

2
2

年
以
上

年
未
満

1
8
,
7
0
0

2
2

2
3

年
以
上

年
未
満

1
8
,
0
0
0

2
3

2
4

年
以
上

年
未
満

1
7
,
6
0
0

2
4

2
5

年
以
上

年
未
満

1
7
,
2
0
0

2
5

2
6

年
以
上

年
未
満

1
6
,
7
0
0

2
6

2
7

年
以
上

年
未
満

1
6
,
3
0
0

2
7

2
8

年
以
上

年
未
満

1
5
,
8
0
0

2
8

2
9

年
以
上

年
未
満

1
5
,
5
0
0

2
9

3
0

年
以
上

年
未
満

1
5
,
3
0
0

3
0

3
1

年
以
上

年
未
満

1
4
,
8
0
0

3
1

3
2

年
以
上

年
未
満

1
4
,
2
0
0

3
2

3
3

年
以
上

年
未
満

1
3
,
6
0
0

3
3

3
4

年
以
上

年
未
満

1
3
,
1
0
0

3
4

3
5

年
以
上

年
未
満

 

第
二
条　

初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

　
　

第
五
条
中
「
、
十
五
年
」
を
「
、
二
十
年
」
に
改
め
る
。

 
 

 

「

「

 
 

 
 

 
円

円
 

 
 

5
0
,
0
0
0

6
0
,
0
0
0

 
 

  
 

 
4
6
,
0
0
0

5
7
,
0
0
0

 
 

  
 

 
4
2
,
0
0
0

5
4
,
0
0
0

 
 

  
 

 
3
8
,
0
0
0

5
1
,
0
0
0

 
 

  
 

 
3
4
,
0
0
0

4
8
,
0
0
0

 
 

  
 

 
3
0
,
0
0
0

4
5
,
0
0
0

 
 

  
 

 
2
7
,
0
0
0

4
2
,
0
0
0

 
 

  
 

 
2
4
,
0
0
0

3
9
,
0
0
0

 
 

  
 

 
2
1
,
0
0
0

3
6
,
0
0
0

 
 

  
 

 
1
8
,
0
0
0

3
3
,
0
0
0

 
 

 

　
　

別
表
第
二
中

　

を

　

に
改
め
る
。

 
 

 
1
5
,
0
0
0

3
0
,
0
0
0

 
 

  
 

 
1
2
,
0
0
0

2
7
,
0
0
0

 
 

  
 

 
9
,
0
0
0

2
4
,
0
0
0

 
 

  
 

 
6
,
0
0
0

2
1
,
0
0
0
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3
,
0
0
0

1
8
,
0
0
0

 
 

  
 

 
1
5
,
0
0
0

 
 

  
 

 
1
2
,
0
0
0

 
 

 
 

 
 

9
,
0
0
0

 
 

 
 

 
 

6
,
0
0
0

 
 

  
 

 
3
,
0
0
0

 
 

 

」

」

 
 

 

「

「

 
 

 
 

 
円

円
 

 
 

3
5
,
0
0
0

4
2
,
0
0
0

 
 

  
 

 
3
2
,
2
0
0

3
9
,
9
0
0

 
 

  
 

 
2
9
,
4
0
0

3
7
,
8
0
0

 
 

  
 

 
2
6
,
6
0
0

3
5
,
7
0
0

 
 

  
 

 
2
3
,
8
0
0

3
3
,
6
0
0

 
 

  
 

 
2
1
,
0
0
0

3
1
,
5
0
0

 
 

  
 

 
1
8
,
9
0
0

2
9
,
4
0
0

 
 

  
 

 
1
6
,
8
0
0

2
7
,
3
0
0

 
 

  
 

 
1
4
,
7
0
0

2
5
,
2
0
0

 
 

  
 

 
1
2
,
6
0
0

2
3
,
1
0
0

 
 

 

　
　

別
表
第
三
中

　

を

　

に
改
め
る
。

 
 

 
1
0
,
5
0
0

2
1
,
0
0
0

 
 

  
 

 
8
,
4
0
0

1
8
,
9
0
0

 
 

  
 

 
6
,
3
0
0

1
6
,
8
0
0

 
 

  
 

 
4
,
2
0
0

1
4
,
7
0
0

 
 

 
 

 
 

2
,
1
0
0

1
2
,
6
0
0

 
 

  
 

 
1
0
,
5
0
0

 
 

  
 

 
8
,
4
0
0

 
 

 
 

 
 

6
,
3
0
0

 
  

 
4
,
2
0
0

 
 

 
 

2
,
1
0
0

」

」

 

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
初
任
給
調
整
手
当
に
関

す
る
規
則
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
令
和
八

 

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和７年１２月２３日　岡山県公報　号外



 

◎
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
十
七
号

　

不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

 
る
。

 

　
　

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
山
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

安　
　

田　
　
　
　
　

寛　
　
　

 

　
　
　

不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第

 

二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一

 

項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

審
査
請
求
書
が
法
第
四
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
期
間
の
経
過
後
に
提
出
さ
れ
た
場
合
で
あ
つ
て

も
、
そ
の
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
審
査
請
求
書
は
同
条
に
規
定
す
る
期
間

 

内
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

 

　
　
　

附　

則

 

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和７年１２月２３日　岡山県公報　号外



 

◎
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
十
八
号

 

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

 

岡
山
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

安　
　

田　
　
　
　
　

寛　
　
　

 

　
　
　

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二

第
一
条

 

　

十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
イ
中
「
百
分
の
百
二
十
五
以
上
百
分
の
三
百
十
五
」
を
「
百
分
の
百
二

十
七
・
五
以
上
百
分
の
三
百
二
十
二
・
五
」
に

「
百
分
の
百
五
十
一
以
上
百
分
の
三
百
七
十
五
」

、

を
「
百
分
の
百
五
十
三
・
五
以
上
百
分
の
三
百
八
十
二
・
五
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
百
分
の
百
十

三
・
五
以
上
百
分
の
百
二
十
五
」
を
「
百
分
の
百
十
六
以
上
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
に

「
百
分

、

の
百
三
十
六
・
五
以
上
百
分
の
百
五
十
一
」
を
「
百
分
の
百
三
十
九
以
上
百
分
の
百
五
十
三
・
五
」

に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
百
分
の
百
二
（
」
を
「
百
分
の
百
四
・
五
（
」
に

「
百
分
の
百
二
十
二
」

、

を
「
百
分
の
百
二
十
四
・
五
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
百
分
の
百
二
未
満
」
を
「
百
分
の
百
四
・
五

未
満

に

百
分
の
百
二
十
二

を

百
分
の
百
二
十
四
・
五

に
改
め

同
項
第
二
号
イ
中

百

」

、「

」

「

」

、

「

分
の
八
十
七
・
五
以
上
百
分
の
二
百
六
十
二
・
五
」
を
「
百
分
の
九
十
以
上
百
分
の
二
百
七
十
」
に

改
め
、
同
号
ロ
中
「
百
分
の
七
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
八
十
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
百
分
の
七

 

十
一
」
を
「
百
分
の
七
十
三
・
五
」
に
改
め
る
。

　
　

第
十
三
条
の
二
第
一
項
各
号
中
「
百
分
の
五
十
」
を
「
百
分
の
五
十
二
・
五
」
に

「
百
分
の
六

、

 

十
」
を
「
百
分
の
六
十
二
・
五
」
に
改
め
る
。

 

第
二
条　

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
イ
中

百
分
の
百
二
十
七
・
五
以
上
百
分
の
三
百
二
十
二
・
五

を

百

「

」

「

分
の
百
二
十
六
・
二
五
以
上
百
分
の
三
百
十
八
・
七
五
」
に

「
百
分
の
百
五
十
三
・
五
以
上
百
分

、

」

「

」

、

の
三
百
八
十
二
・
五

を

百
分
の
百
五
十
二
・
二
五
以
上
百
分
の
三
百
七
十
八
・
七
五

に
改
め

同
号
ロ
中
「
百
分
の
百
十
六
以
上
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
十
四
・
七
五
以
上
百
分

の
百
二
十
六
・
二
五
」
に

「
百
分
の
百
三
十
九
以
上
百
分
の
百
五
十
三
・
五
」
を
「
百
分
の
百
三

、

十
七
・
七
五
以
上
百
分
の
百
五
十
二
・
二
五
」
に
改
め
、
同
号
ハ
及
び
ニ
中
「
百
分
の
百
四
・
五
」

を
「
百
分
の
百
三
・
二
五
」
に

「
百
分
の
百
二
十
四
・
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
三
・
二
五
」
に

、

改
め
、
同
項
第
二
号
イ
中
「
百
分
の
九
十
以
上
百
分
の
二
百
七
十
」
を
「
百
分
の
八
十
八
・
七
五
以

上
百
分
の
二
百
六
十
六
・
二
五
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
百
分
の
八
十
」
を
「
百
分
の
七
十
八
・
七

 

五
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
百
分
の
七
十
三
・
五
」
を
「
百
分
の
七
十
二
・
二
五
」
に
改
め
る
。

　
　

第
十
三
条
の
二
第
一
項
各
号
中

百
分
の
五
十
二
・
五

を

百
分
の
五
十
一
・
二
五

に

百

「

」

「

」

、「

 

分
の
六
十
二
・
五
」
を
「
百
分
の
六
十
一
・
二
五
」
に
改
め
る
。

 

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手

令
和
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る

の
規
定

当
に
関
す
る
規
則
の
規
定
は
、

。
た
だ
し
、
第
二
条

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

は
、

令和７年１２月２３日　岡山県公報　号外



 

◎
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
十
九
号

 
　

岡
山
県
職
員
特
殊
勤
務
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

 
　
　

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
山
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

安　
　

田　
　
　
　
　

寛　
　
　

 

　
　
　

岡
山
県
職
員
特
殊
勤
務
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

岡
山
県
職
員
特
殊
勤
務
手
当
支
給
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一

 

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

　

第
十
八
条
中
「
第
二
十
八
条
第
一
号
」
を
「
第
二
十
八
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
第
一
項
中
「
第
三
十
二
条
に
」
を
「
第
三
十
二
条
第
一
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
」
に
、

  
 

「
同
条
に
」
を
「
同
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

　

第
二
十
二
条
第
三
項
第
二
号
中
「
岡
山
県
職
員
給
与
条
例
」
の
下
に
「

昭
和
二
十
六
年
岡
山
県
条

（

 

例
第
十
八
号

」
を
加
え
る
。

）

 

第
二
十
四
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

  　
　

た
だ
し
、
第
一
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
手
当
は
、
家
畜
保
健
衛
生
所
に
勤
務
す
る
職
員
で
、
岡

山
県
職
員
給
与
条
例
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
給
料
月
額
の
調
整
額
（
以
下
単
に
「
給
料
月
額
の
調
整

 

額
」
と
い
う

）
の
支
給
を
受
け
る
獣
医
師
で
あ
る
も
の
に
対
し
て
は
支
給
し
な
い
。

。

 

　
　
　

附　

則

 

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和７年１２月２３日　岡山県公報　号外



 

◎

岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
十
号

 
　

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

 

　
　

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岡
山
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

安　
　

田　
　
　
　
　

寛

 

　
　
　

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

 
 

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
年
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
二

 

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

」

「

」

　

第
三
条
第
三
号
中

を

掲
げ
る
額
に

掲
げ
る
額

同
表
の
備
考
に
規
定
す
る
額
を
除
く

に

（

。
）

に

「

」
を
「

に
同
表
の
備
考
に
規
定
す
る
額
を
加
え
た
額

」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一

、

額(

額

(

 

条
を
加
え
る
。

 

　

（
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
を
支
給
す
る
職
員
の
業
務
）

 

第
三
条
の
二　

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
は
、
次
に
掲
げ
る
校
務
の
種
類
に
応
じ
て
支
給
す
る
。

一　

学
級
（
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
高
等
学
校
及
び
中
等
教
育
学
校
の
学
級
（
高

等
学
校
の
通
信
制
課
程
に
あ
つ
て
は
、
学
年
）
に
限
り
、
特
別
支
援
学
級
を
除
く

）
を
担
任
す

。

 

る
業
務

 

二　

前
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
校
務 

　

た
だ
し
書
を
加
え
る
。

第
四
条
に
次
の

　
　

た
だ
し
、
別
表
第
一
の
備
考
及
び
別
表
第
二
の
備
考
に
規
定
す
る
額
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
日
割

 

計
算
に
よ
る
支
給
を
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

掲
げ
る
額
に
」
を
「
掲

　

附
則
第
八
項
中
「
同
条
第
各
号
」
を
「
同
条
第
一
号
及
び
第
二
号
」
に

「
、

げ
る
額
（
同
表
の
備
考
に
規
定
す
る
額
を
除
く

）
に
」
に

「
額)

」
を
「
額)

に
同
表
の
備
考
に
規

。

、

定
す
る
額
を
加
え
た
額
」
と
、
同
条
第
三
号
中
「
額
を
除
く

」
と
あ
る
の
は

「
額
を
除
く

）
に

。
）

、

。

百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨

、

）
」

、「

）
」

て

五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額

と

額

と
あ
る
の
は

「
額
（
同
表
の
備
考
に
規
定
す
る
額
を
除
く

）
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ

、

。

の
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数

を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
に
同
表
の
備
考
に
規
定
す
る
額
を
加
え
た
額

」
）

 

に
改
め
る
。

 

　

。

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

               

令和７年１２月２３日　岡山県公報　号外



 別表第一　教育職給料表㈡又は小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員 第三条関係）（

   
         職員               職務の級                  
        の区 １　　級 ２　　級 特 ２ 級 ３　　級 ４　　級   

分　 号給 
 

１号給から４号給まで  1,300円  1,400円  2,800円  3,400円  5,100円  
  

５号給から８号給まで  1,300  1,600  3,000  3,500  5,200  
  

９号給から12号給まで  1,400  1,700  3,200  3,600  5,300  
  

13号給から16号給まで  1,500  1,700  3,300  3,800  5,400  
  

17号給から20号給まで  1,600  1,800  3,400  3,800  5,500  
  

21号給から24号給まで  1,700  1,900  3,500  4,000  5,600  
  

25号給から28号給まで  1,800  2,000  3,700  4,100  
  

29号給から32号給まで  1,900  2,100  3,800  4,100  
  

33号給から36号給まで  1,900  2,200  3,900  4,200  
  

37号給から40号給まで  2,000  2,300  4,000  4,400    
  

41号給から44号給まで  2,200  2,400  4,000  4,400  
  

45号給から48号給まで  2,200  2,600  4,100  4,600  
  

49号給から52号給まで  2,300  2,600  4,200  4,700  
  

53号給から56号給まで  2,400  2,800  4,400  4,700  
  

57号給から60号給まで  2,400  3,000  4,400  4,800  
  

61号給から64号給まで  2,500  3,200  4,500  4,900  
  

65号給から68号給まで  2,600  3,300  4,700  5,000  
  定年

69号給から72号給まで  2,600  3,400  4,700  5,100  
  前再

73号給から76号給まで  2,700  3,500  4,700  5,100  
  任用

77号給から80号給まで  2,800  3,700  4,700  5,200  
  短時

81号給から84号給まで  2,800  3,800  4,800  5,200  
  間勤

85号給から88号給まで  2,800  3,800  5,000  
  務職

89号給から92号給まで  2,900  3,900  5,000  
  員以

93号給から96号給まで  3,000  4,000  5,000  
  外の

97号給から100号給まで  3,100  4,100  5,100  
  職員

101号給から104号給まで  3,100  4,200    
  

105号給から108号給まで  3,200  4,300    
  

109号給から112号給まで  3,200  4,400    
  

113号給から116号給まで  3,200  4,400    
  

117号給から120号給まで  3,300  4,500  
  

121号給から124号給まで  3,300  4,600  
  

125号給から128号給まで  3,300  4,700  
  

129号給から132号給まで  4,700  
  

133号給から136号給まで  4,700  
  

137号給から140号給まで  4,700  
  

141号給から144号給まで  4,700  
  

145号給から148号給まで  4,800  
  

149号給から152号給まで 4,900   
  

153号給から156号給まで 4,900   
  

157号給  4,900 
 
       定年
      前再
      任用

短時  2,200  2,600  3,200  3,500  4,400 
間勤

 務職
員　

 　備考  この表の適用を受ける職員のうち、第３条の２第１号に規定する業務を担う職員には、この

      表の額に3,000円をそれぞれ加算する。

令和７年１２月２３日　岡山県公報　号外



 

　

別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

                                            

令和７年１２月２３日　岡山県公報　号外



 別表第二 教育職給料表 の適用を受ける職員（第三条関係）㈠
   

         職員               職務の級                  
        の区 １　　級 ２　　級 特 ２ 級 ３　　級 ４　　級   

分　 号給 
 

１号給から４号給まで  1,300円  1,700円  2,800円  4,000円  5,100円  
  

５号給から８号給まで  1,300  1,800  3,000  4,100  5,200  
  

９号給から12号給まで  1,400  1,900  3,200  4,100  5,300  
  

13号給から16号給まで  1,500  2,000  3,300  4,200  5,400  
  

17号給から20号給まで  1,600  2,100  3,400  4,400  5,500  
  

21号給から24号給まで  1,700  2,200  3,500  4,400  5,600  
  

25号給から28号給まで  1,800  2,300  3,700  4,600    
  

29号給から32号給まで  1,900  2,400  3,800  4,700    
  

33号給から36号給まで  1,900  2,600  3,900  4,700    
  

37号給から40号給まで  2,000  2,600  4,000  4,800    
  

41号給から44号給まで  2,200  2,800  4,000  4,900  
  

45号給から48号給まで  2,200  3,000  4,100  5,000  
  

49号給から52号給まで  2,300  3,200  4,200  5,100  
  

53号給から56号給まで  2,400  3,300  4,400  5,100  
  

57号給から60号給まで  2,400  3,400  4,400  5,200  
  

61号給から64号給まで  2,500  3,500  4,500  5,200  
  

65号給から68号給まで  2,600  3,700  4,700  
  定年

69号給から72号給まで  2,600  3,800  4,700  
  前再

73号給から76号給まで  2,700  3,800  4,700  
  任用

77号給から80号給まで  2,800  3,900  4,700  
  短時

81号給から84号給まで  2,800  4,000  4,800  
  間勤

85号給から88号給まで  2,800  4,100  5,000  
  務職

89号給から92号給まで  2,900  4,200  5,000  
  員以

93号給から96号給まで  3,000  4,300  5,000  
  外の

97号給から100号給まで  3,100  4,400  5,100  
  職員

101号給から104号給まで  3,100  4,400    
  

105号給から108号給まで  3,200  4,500    
  

109号給から112号給まで  3,200  4,600    
  

113号給から116号給まで  3,200  4,700    
  

117号給から120号給まで  3,300  4,700  
  

121号給から124号給まで  3,300  4,700  
  

125号給から128号給まで  3,300  4,700  
  

129号給から132号給まで 3,400  4,700   
  

133号給から136号給まで 3,400  4,800   
  

137号給から140号給まで  3,400  4,900  
  

141号給から144号給まで  3,500 4,900   
  

145号給から148号給まで  3,500 4,900   
  

149号給から152号給まで  3,500    
  

153号給  3,500 
 
       定年
      前再
      任用

短時  2,200  2,600  3,200  3,500  4,400 
間勤

 務職
員　

   備考　   　　１　この表の適用を受ける職員のうち、第３条の２第１号に規定する業務を担う職員（中等教育   　　　学校の前期課程の職員を除く ）には、この表の額に3,000円（同号の業務を複数名で担う場合。 　　  　　　は、1,500円）をそれぞれ加算する。

令和７年１２月２３日　岡山県公報　号外



       ２　この表の適用を受ける職員のうち、第３条の２第１号に規定する業務を担う中等教育学校の   　　　前期課程の職員には、この表の額に3,000円をそれぞれ加算する。 

令和７年１２月２３日　岡山県公報　号外



 

　
　
　

附　

則

 
　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和７年１２月２３日　岡山県公報　号外



 

◎
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
十
一
号

　

岡
山
県
短
時
間
勤
務
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

 
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

　
　

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
山
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

安　
　

田　
　
　
　
　

寛

　
　
　

岡
山
県
短
時
間
勤
務
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

 

正
す
る
規
則

　

岡
山
県
短
時
間
勤
務
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
規
則
（
令
和
元

第
一
条

 

年
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

　
　

第
十
七
条
の
八
第
二
項
第
四
号
中
「
第
十
二
条
」
を
「
第
十
三
条
」
に
改
め
る
。

 

　
　

第
十
七
条
の
十
一
第
一
項
各
号
中
「
百
分
の
百
五
」
を
「
百
分
の
百
七
・
五
」
に
改
め
る
。

 

　
　

第
十
八
条
第
二
項
第
二
号
ロ
中
「
三
三
〇
円
」
を
「
三
四
〇
円
」
に

「
四
七
〇
円
」
を
「
四
九

、

 
 

 
 

 

　
　
　
　
　
　

「

　
　

「

 
 

 
 

 

　

〇
円
」
に
、

　
　
　

六
一
〇
円

　

を

　
　
　

六
四
〇
円

　

に

七
五
〇
円

を

七

、「

」

「

」

」

 　

九
〇
円
」
に

「
八
九
〇
円
」
を
「
九
三
〇
円
」
に

「
一
、
〇
二
〇
円
」
を
「
一
、
〇
八
〇
円
」

、

、

に

「
一
、
一
六
〇
円
」
を
「
一
、
二
三
〇
円
」
に

「
一
、
二
七
〇
円
」
を
「
一
、
三
八
〇
円
」

、

、

に

「
一
、
三
九
〇
円
」
を
「
一
、
五
三
〇
円
」
に

「
一
、
五
〇
〇
円
」
を
「
一
、
六
九
〇
円
」

、

、

に

「
一
、
六
一
〇
円
」
を
「
一
、
八
四
〇
円
」
に

「
一
、
七
三
〇
円
」
を
「
二
、
〇
〇
〇
円
」

、

、

に

「
一
、
八
四
〇
円
」
を
「
二
、
一
七
〇
円
」
に

「
一
、
九
六
〇
円
」
を
「
二
、
三
四
〇
円
」

、

、

に

「
二
、
〇
七
〇
円
」
を
「
二
、
五
〇
〇
円
」
に

「
二
、
一
九
〇
円
」
を
「
二
、
六
七
〇
円
」

、

、

に

「
二
、
三
〇
〇
円
」
を
「
二
、
八
三
〇
円
」
に

「
二
、
四
一
〇
円
」
を
「
三
、
〇
〇
〇
円
」

、

、

 

に

「
二
、
五
三
〇
円
」
を
「
三
、
一
六
〇
円
」
に
改
め
る
。

、　

岡
山
県
短
時
間
勤
務
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

第
二
条

 

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

　
　

第
十
七
条
の
十
一
第
一
項
各
号
中

百
分
の
百
七
・
五

を

百
分
の
百
六
・
二
五

に
改
め
る

「

」

「

」

。

 

　
　
　

附　

則

 

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日

 

か
ら
施
行
す
る
。

 

　

（
適
用
）

２　

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
岡
山
県
短
時
間
勤
務
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁

償
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う

（
第
十
七
条
の
十
一
第
一
項
各
号
を
除

。
）

く

）
の
規
定
は
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
、
改
正
後
の
規
則
第
十
七
条
の
十
一
第
一
項
各
号
の
規

。
定
は
同
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

令和７年１２月２３日　岡山県公報　号外



 

◎
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
十
二
号

　

岡
山
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

 
る
。

 

　
　

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
山
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

安　
　

田　
　
　
　
　

寛

 

　
　
　

岡
山
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

岡
山
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
令
和
元
年
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則

第
一
条

 

第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

　
　

第
十
六
条
の
八
第
二
項
第
四
号
中
「
第
二
十
五
条
」
を
「
第
二
十
六
条
」
に
改
め
る
。

 

　
　

第
十
六
条
の
十
一
第
一
項
各
号
中
「
百
分
の
百
五
」
を
「
百
分
の
百
七
・
五
」
に
改
め
る
。

 

第
二
条　

岡
山
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

　
　

第
十
六
条
の
十
一
第
一
項
各
号
中

百
分
の
百
七
・
五

を

百
分
の
百
六
・
二
五

に
改
め
る

「

」

「

」

。

 

　
　
　

附　

則

　

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
岡
山
県
会
計
年
度
任

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、

用
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
規
定
は
、

。

第

令
和
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る

た
だ
し
、

二
条
の
規
定
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和７年１２月２３日　岡山県公報　号外


